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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成21年1月22日(2009.1.22)

【公表番号】特表2006-504441(P2006-504441A)
【公表日】平成18年2月9日(2006.2.9)
【年通号数】公開・登録公報2006-006
【出願番号】特願2003-526883(P2003-526883)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｌ  33/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ   2/84     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ   2/82     (2006.01)
   Ａ６１Ｍ  25/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｌ  33/00    　　　Ｔ
   Ａ６１Ｍ  29/00    　　　　
   Ａ６１Ｍ  29/02    　　　　
   Ａ６１Ｌ  33/00    　　　Ｐ
   Ａ６１Ｍ  25/00    ４１０Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持構造ならびに治療物質：

【化１】

又は医薬適合性のその塩又はプロドラッグならびに抗増殖物質、抗血小板物質、抗炎症薬
、抗血栓薬、血栓崩壊剤、細胞傷害性薬剤、サイトカイン又はケモカイン結合を阻害する
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物質、細胞脱分化阻害因子、抗脂血症薬、マトリックスメタロプロテイナーゼ阻害因子及
び細胞増殖抑制性物質から成る群より選択される少なくとも１つの他の治療物質を含む医
療装置。
【請求項２】
　前記抗増殖物質が抗有糸分裂薬である、請求項１に記載の医療装置。
【請求項３】
　前記抗有糸分裂薬が、ビンカアルカロイド、抗有糸分裂性アルキル化剤及び抗有糸分裂
性代謝産物から成る群より選択される、請求項２に記載の医療装置。
【請求項４】
　前記抗血小板物質が、血小板の接着を阻害する物質、血小板の凝集を阻害する物質及び
血小板の活性化を阻害する物質から成る群より選択される、請求項１に記載の医療装置。
【請求項５】
　前記抗炎症薬がエストラジオールである、請求項１に記載の医療装置。
【請求項６】
　前記抗炎症薬がデキサメタゾンである、請求項１に記載の医療装置。
【請求項７】
　前記支持構造が、冠状動脈ステント、末梢血管ステント、カテーテル、動静脈移植片、
バイパス移植片及び血管系において使用される薬剤送達バルーンから成る群より選択され
る、請求項１に記載の医療装置。
【請求項８】
　前記支持構造が、前記治療物質を含有する被覆物をさらに含む、請求項１に記載の医療
装置。
【請求項９】
　前記被覆物がポリマーである、請求項８に記載の医療装置。
【請求項１０】
　前記治療物質が、
【化２】

又は医薬適合性のその塩又はプロドラッグである、請求項１に記載の医療装置。
【請求項１１】
　前記治療物質が、
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【化３】

又は医薬適合性のその塩又はプロドラッグである、請求項１に記載の医療装置。
【請求項１２】
　支持構造及び治療物質：

【化４】

又は医薬適合性のその塩又はプロドラッグ及び少なくとも１つの他の治療物質を含む医療
装置。
【請求項１３】
　前記の少なくとも１つの他の治療物質が、抗増殖物質、抗血小板物質、抗炎症薬、抗血
栓薬、血栓崩壊剤、細胞傷害性薬剤、サイトカイン又はケモカイン結合を阻害する物質、
細胞脱分化阻害因子、抗脂血症薬、マトリックスメタロプロテイナーゼ阻害因子及び細胞
増殖抑制性物質から成る群より選択される薬剤である、請求項１２に記載の医療装置。
【請求項１４】
　前記抗炎症薬が、エストラジオール及びデキサメタゾンから成る群より選択される、請
求項１３に記載の医療装置。
【請求項１５】
　前記抗脂血症薬がフェノフィブレートであり、及び前記マトリックスメタロプロテイナ
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ーゼ阻害因子がバチミスタットである、請求項１２に記載の医療装置。
【請求項１６】
　前記支持構造が、前記治療物質を含有する被覆物をさらに含む、請求項１２に記載の医
療装置。
【請求項１７】
　前記支持構造が、冠状動脈ステント、末梢血管ステント、カテーテル、動静脈移植片、
バイパス移植片及び血管系において使用される薬剤送達バルーンから成る群より選択され
る、請求項１２に記載の医療装置。
【請求項１８】
　表面上に、治療物質：
【化５】

又は医薬適合性の許容されるその塩又はプロドラッグならびに抗増殖物質、抗血小板物質
、抗炎症薬、抗血栓薬、血栓崩壊剤、細胞傷害性薬剤、サイトカイン又はケモカイン結合
を阻害する物質、細胞脱分化阻害因子、抗脂血症薬、マトリックスメタロプロテイナーゼ
阻害因子及び細胞増殖抑制性物質から成る群より選択される少なくとも１つの薬剤を含有
する被覆物を有する支持構造を含む医療装置。
【請求項１９】
　前記抗増殖物質が抗有糸分裂薬である、請求項１８に記載の医療装置。
【請求項２０】
　前記抗有糸分裂薬が、ビンカアルカロイド、抗有糸分裂性アルキル化剤及び抗有糸分裂
性代謝産物から成る群より選択される、請求項１９に記載の医療装置。
【請求項２１】
　前記抗血小板物質が、血小板の接着を阻害する物質、血小板の凝集を阻害する物質及び
血小板の活性化を阻害する物質から成る群より選択される、請求項１８に記載の医療装置
。
【請求項２２】
　前記抗炎症薬がエストラジオールである、請求項１８に記載の医療装置。
【請求項２３】
　前記抗炎症薬がデキサメタゾンである、請求項１８に記載の医療装置。
【請求項２４】
　前記支持構造が、冠状動脈ステント、末梢血管ステント、カテーテル、動静脈移植片、
バイパス移植片及び血管系において使用される薬剤送達バルーンから成る群より選択され
る、請求項１８に記載の医療装置。
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【請求項２５】
　前記被覆物がポリマーである、請求項１８に記載の医療装置。
【請求項２６】
　前記ポリマー被覆物が生体安定である、請求項２５に記載の医療装置。
【請求項２７】
　前記ポリマー被覆物が生分解性である、請求項２５に記載の医療装置。
【請求項２８】
　前記治療物質が、
【化６】

又は医薬適合性のその塩又はプロドラッグである、請求項１８に記載の医療装置。
【請求項２９】
　前記治療物質が、

【化７】

又は医薬適合性のその塩又はプロドラッグである、請求項１８に記載の医療装置。
【請求項３０】
　表面上に、治療物質：
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【化８】

又は医薬適合性の許容されるその塩又はプロドラッグならびに抗増殖物質、抗血小板物質
、抗炎症薬、抗血栓薬、血栓崩壊剤、細胞傷害性薬剤、サイトカイン又はケモカイン結合
を阻害する物質、細胞脱分化阻害因子、抗脂血症薬、マトリックスメタロプロテイナーゼ
阻害因子及び細胞増殖抑制性物質から成る群より選択される少なくとも１つの薬剤を含有
する被覆物を有する支持構造を含む医療装置。
【請求項３１】
　前記抗増殖物質が抗有糸分裂薬である、請求項３０に記載の医療装置。
【請求項３２】
　前記抗有糸分裂薬が、ビンカアルカロイド、抗有糸分裂性アルキル化剤及び抗有糸分裂
性代謝産物から成る群より選択される、請求項３１に記載の医療装置。
【請求項３３】
　前記抗血小板物質が、血小板の接着を阻害する物質、血小板の凝集を阻害する物質及び
血小板の活性化を阻害する物質から成る群より選択される、請求項３０に記載の医療装置
。
【請求項３４】
　前記抗炎症薬がエストラジオールである、請求項３０に記載の医療装置。
【請求項３５】
　前記抗炎症薬がデキサメタゾンである、請求項３０に記載の医療装置。
【請求項３６】
　前記支持構造が、冠状動脈ステント、末梢血管ステント、カテーテル、動静脈移植片、
バイパス移植片及び血管系において使用される薬剤送達バルーンから成る群より選択され
る、請求項３０に記載の医療装置。
【請求項３７】
　前記支持構造が、前記治療物質を含有する被覆物をさらに含む、請求項３０に記載の医
療装置。
【請求項３８】
　前記被覆物がポリマーである、請求項３７に記載の医療装置。
【請求項３９】
　前記ポリマー被覆物が生体安定である、請求項３７に記載の医療装置。
【請求項４０】
　治療物質：
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【化９】

又は医薬適合性のその塩又はプロドラッグならびに抗増殖物質、抗血小板物質、抗炎症薬
、抗血栓薬、血栓崩壊剤、細胞傷害性薬剤、サイトカイン又はケモカイン結合を阻害する
物質、細胞脱分化阻害因子、抗脂血症薬、マトリックスメタロプロテイナーゼ阻害因子及
び細胞増殖抑制性物質から成る群より選択される少なくとも１つの他の治療物質を含有す
る、医薬適合性の担体又は賦形剤を含むことができる又は支持することができる支持構造
を含む医療装置。
【請求項４１】
　前記抗増殖物質が抗有糸分裂薬である、請求項４０に記載の医療装置。
【請求項４２】
　前記抗有糸分裂薬が、ビンカアルカロイド、抗有糸分裂性アルキル化剤及び抗有糸分裂
性代謝産物から成る群より選択される、請求項４１に記載の医療装置。
【請求項４３】
　前記抗血小板物質が、血小板の接着を阻害する物質、血小板の凝集を阻害する物質及び
血小板の活性化を阻害する物質から成る群より選択される、請求項４０に記載の医療装置
。
【請求項４４】
　前記抗炎症薬がエストラジオールである、請求項４０に記載の医療装置。
【請求項４５】
　前記抗炎症薬がデキサメタゾンである、請求項４０に記載の医療装置。
【請求項４６】
　前記支持構造がステントの形態の骨格（ｆｒａｍｅｗｏｒｋ）を含む、請求項４０に記
載の医療装置。
【請求項４７】
　前記支持構造が、冠状動脈ステント、末梢血管ステント、カテーテル、動静脈移植片、
バイパス移植片及び血管系において使用される薬剤送達バルーンから成る群より選択され
る、請求項４０に記載の医療装置。
【請求項４８】
　前記支持構造が、前記治療物質を含有する被覆物をさらに含む、請求項４０に記載の医
療装置。
【請求項４９】
　前記被覆物がポリマーである、請求項４８に記載の医療装置。
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【請求項５０】
　前記ポリマー被覆物が生体安定である、請求項４９に記載の医療装置。
【請求項５１】
　前記ポリマー被覆物が生分解性である、請求項４９に記載の医療装置。
【請求項５２】
　前記支持構造が、前記治療物質を含有するポリマー骨格を含む、請求項４０に記載の医
療装置。
【請求項５３】
　前記ポリマー骨格が生分解性である、請求項４０に記載の医療装置。
【請求項５４】
　前記抗脂血症薬がフェノフィブレートである、請求項４０に記載の医療装置。
【請求項５５】
　前記マトリックスメタロプロテイナーゼ阻害因子がバチミスタットである、請求項４０
に記載の医療装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
【化１０】

によって表わされる化合物又は医薬適合性のその塩又はプロドラッグを開示する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
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【化１１】

又は医薬適合性のその塩又はプロドラッグを含むが、これらに限定されず、上記化合物は
、
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
【化１２】

【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
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【化１３】

の化合物である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
【化１４】

の化合物である。
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